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…対象　　…日時　　…期間　　…場所　　…内容　　…講師　　…定員
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

税
に
つい
て
の
お
知
ら
せ

家
賃
）所
得
な
ど
が
あ
る
方
で
、
一
年

間
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除

合
計
額
を
超
え
る
方　
▽
土
地
、
建
物

な
ど
を
譲
渡
し
た
方　
▽
給
与
収
入
が

年
間
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方　
▽

年
末
調
整
済
み
の
給
与
以
外
の
所
得
が

２０
万
円
を
超
え
る
方
な
ど　
※
一
年
間

の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４００
万
円

以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
の
場

合
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
は
不
要
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
住
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

●
確
定
申
告
会
場
の
お
知
ら
せ

　

平
成
２４
年
分
の
所
得
税
、
贈
与
税
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
確
定
申
告
会

場
は
、
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
４
階
イ
ベ
ン

ト
ホ
ー
ル（
豊
前
田
町
三
丁
目
／
駐
車

場
は
有
料
）で
す
。

■期
２
月
７
日
～
３
月
１５
日　
※
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く　
▽
受
付
時
間
＝

午
前
９
時
～
午
後
４
時　
※
期
間
中
は
、

下
関
税
務
署（
竹
崎
町
四
丁
目
）で
の
相

談
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
が
、
申
告

書
の
提
出
は
で
き
ま
す
。
海
峡
メ
ッ
セ

下
関
会
場
で
の
納
税
は
不
可

●
安
心
・
便
利
な
振
替
納
税
を

　
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・

地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、
安
心
で
安

全
・
確
実
な
振
替
納
税
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。
利
用
す
る
場
合
は
、「
口
座

■問
下
関
税
務
署（
☎
２２２-

３
４
４
１
を

ダ
イ
ヤ
ル
後
、「
０
」番
を
選
択
）

振
替
依
頼
書
」を
申
告
期
限
ま
で
に
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
度

市
・
県
民
税
の
申
告
を

●
市
・
県
民
税
の
申
告
を

■対
平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

住
所
が
あ
り
、
平
成
２４
年
中
に
次
の
こ

と
に
該
当
す
る
方

▽
商
業
、
製
造
業
、
農
業
、
漁
業
な
ど

の
事
業
を
し
て
い
る
方　
▽
地
代
、
家

賃
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
方　
▽
土
地

や
建
物
を
売
っ
て
、
譲
渡
所
得
が
あ
っ

た
方　
▽
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か

ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
、

他
に
所
得
の
あ
る
方　
▽
平
成
２４
年
中

に
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方　
▽
雑
損

控
除
や
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方　
▽
市
内
に
住
所
は
な
い
が
、
事
業

所
や
家
屋
敷
の
あ
る
方

※
一
年
間
の
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４００ 

万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
が
２０
万
円
以
下
の
方

は
、
確
定
申
告
は
不
要（
還
付
を
受
け

る
場
合
を
除
く
）で
す
が
、
公
的
年
金

等
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合
や
、
控
除

の
変
更
・
追
加
が
あ
る
場
合
は
、
市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す　
※
市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
は
、
申
告

書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
で
も
、
各
会

場
に
用
意
す
る
申
告
書
で
申
告
を　
※

所
得
の
な
い
方
も
、
申
告
が
済
ん
で
い

な
い
と
所
得
な
ど
の
証
明
書
を
発
行
で

き
ま
せ
ん　
※
平
成
２４
年
分
の
確
定
申

告
を
す
る
方
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

●
市・県
民
税
の
申
告
は
３
月
１５
日（
金
）

ま
で

　
申
告
の
受
け
付
け
は
、
次
の
日
程
で

行
い
ま
す
。
混
雑
を
避
け
る
た
め
申
告

日
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
そ
の
日

に
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
申
告
会
場
の

い
ず
れ
か
で
期
間
中
に
申
告
を
。

【
申
告
会
場
・
期
間
】

▽
吉
母
公
民
館
＝
２
月
１
日

▽
小
月
公
民
館
＝
２
月
４
・
５
日

▽
内
日
公
民
館
＝
２
月
６
・
７
日

▽
清
末
公
民
館
＝
２
月
７
・
８
日

▽
吉
見
公
民
館
＝
２
月
８
・
１２
日

▽
吉
田
公
民
館
＝
２
月
１２
・
１３
日

▽
王
喜
公
民
館
＝
２
月
１３
・
１４
日

▽
王
司
公
民
館
＝
２
月
１４
・
１５
日

▽
安
岡
公
民
館
＝
２
月
１５
・
１８
日

▽
川
中
公
民
館
＝
２
月
１９
日
～
２１
日

▽
勝
山
公
民
館
＝
２
月
２２
・
２５
・
２６
日

▽
長
府
東
公
民
館
＝
２
月
２７
・
２８
日

▽
長
府
公
民
館
＝
３
月
１
・
４
・
５
日

▽
彦
島
公
民
館
＝
３
月
６
日
～
８
日

▽
市
役
所
７
階
大
会
議
室
＝
２
月
１８
日

～
３
月
１５
日

◇
受
付
時
間
＝
午
前
９
時
～
１１
時
３０

分
、
午
後
１
時
～
４
時
３０
分

※
土・日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　
※
市 

役
所
駐
車
場
は
庁
舎
建
設
工
事
の
た

め
、
大
変
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
車
で
来
庁
の
際
に
は
、
赤

間
町
駐
車
場
の
利
用
を　
※
総
合
支

所
管
内
に
住
ん
で
い
る
方
は
、
各
総

合
支
所
か
ら
個
別
に
配
布
・
回
覧
す

る
文
書
で
申
告
会
場
な
ど
の
確
認
を

　
平
成
２５
年
度
償
却
資
産
の
申
告
期

限
は
１
月
３１
日（
木
）で
す
。
事
業
を

営
ん
で
い
る
方
は
、
至
急
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
電
子
申
告
シ

ス
テ
ム（
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）か
ら
も
申
告

で
き
ま
す
。

■申
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
へ
。

●
申
告
・
納
付
期
限

▽
所
得
税
・
贈
与
税
＝
３
月
１５
日

（
金
）　
▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
＝

４
月
１
日（
月
）

●
申
告
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.nta.go.jp

）が
便
利

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を

入
力
す
る
と
、自
動
計
算
で
所
得
税・

消
費
税
の
申
告
書
や
決
算
書
な
ど
が

作
成
で
き
、
そ
の
ま
ま「e

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-Tax

（
電

子
申
告
）」を
利
用
し
て
提
出
す
る

か
、紙
に
印
刷
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

※
確
定
申
告
に
必
要
な
用
紙（
申
告

書
、
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
や
医
療

費
の
明
細
書
な
ど
）は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
税
務
署
、
市
役
所
、
各

総
合
支
所
で
入
手
可

●
確
定
申
告
が
必
要
な
方

▽
事
業（
商
業
、
工
業
、
農
業
、
医
業
、

漁
業
な
ど
）所
得
や
不
動
産（
地
代
、

平
成
24
年
分
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ

■問
市
民
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
６
）

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊 

川（
☎
２８７-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎ 

７６６-

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　

▽
豊
北（
☎
７８２-

１ 

９
１
８
）

平
成
25
年
度
償
却
資
産
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か


